
１、施設の目的及び運営の方法

（１）運営主体（事業者の概要）

（２）施設の概要

年齢

1号認定

2号・3号認定

合計

　建学の精神

 教育基本法及び学校教育法に従い、浄土真宗の精神に基づく

 保育・幼児教育を施すことを目的とする

　保育目標

・いつも見ていて下さるみ仏様がいらっしゃることを知り、

手を合わせて拝み身の回りのおかげ様に気づく。

・遊びや生活を通して、こどもの内面に生きる力の基礎を育む。

・こどもの育ちを理解し、保護者の思いに寄り添いながら、

子育て支援をする。

　　4人　　9人  　　20人　　31人　   35人　　 　21人　    120人

利用「定員

０歳児　　1歳児　　2歳児　　3歳児　　4歳児　　　5歳児　　　合計

　　　　　　　　　　11人　　28人　　　31人　　　20人　　　90人

　　4人　　9人　　　9人　　　3人　　　4人　　　　１人　  　30人

令和6年度学校法人いずみ学園幼保連携型認定こども園いずみ I アイこども園　重要事項説明書

園の基本理念・方針

開設年月日 2023年4月1日

所在地 　〒943-0847　新潟県上越市南新町１番５号

連絡先 
　電　話　０２５－５２４－１１７７

　ＦＡＸ　０２５－５２５－９６２０

施設長氏名 　園長　井上照裕（イノウエ　ショウユウ）

事業者の名称 　学校法人いずみ学園　　　

事業者の所在地 　新潟県上越市南本町３丁目９番１３号

事業者の連絡先 　０２５－５２４－１１７７

代表者氏名 　理事長　井上照裕（イノウエ　ショウユウ）

種別

 こども一人一人が健やかにのびのびと生活し、保育者、保護者、地域の

　幼保連携型認定こども園

人々と共に伝え合い育み合うこども園

名称 　いずみIアイこども園　　



（３）施設の概要

１８０５．９２０㎡

７６１．９１０㎡

構造

１１４１．６１㎡

（４）おもな施設の概要

部屋数

１室

　 １室

１室

１室

１室

(５)職員体制 （令和6年4月1日現在）

職種 員数 常勤 　非常勤 　　　　備　　考

 園長 1人 1人

 副園長 1人 1人

 教頭 1人 1人

主幹保育教諭 2人 2人

　副主任 1人 1人

  保育教諭 19人 12人 ７人 担任・担当　１０人　　　

 事務長 1人 1人

 事務員 2人 １人 1人

 教育補助員 4人 4人

 看護師 １人 1人

 栄養士 1人 1人

 調理員 3人 2人 1人

園バス運転士 2人 1人 １人

　　園士（兼任）

 清掃員 1人 1人

 調理室

 職員・会議室

 預かり保育室

 遊戯室（ホール）

 多目的室

 もも組  ２歳児クラス　　りす組  ０・１歳児クラス

 ちゅりっぷ組、さくら組　　　　3歳児クラス

 すみれ組 、たんぽぽ組　　     4歳児クラス

 まつ組 　　　　　　　　　　　 5歳児クラス　

8室

敷地全体

園庭

延べ面積

備　考

敷地

園舎

施　設

　　　　　　　　　　　鉄骨造２階建て　　一部平屋

 保育室



(６)利用定員ごとの提供する日及び時間並びに提供を行わない日

【1号認定子ども（教育標準時間認定）】

 教育標準時間 　　８時３０分　～　１４時３０分

【2号・3号認定子ども　　（保育認定）】

 提供する曜日 月曜日から土曜日まで 土曜日は8:30～13:00希望者のみ（事前申し込み）

 保育時間 保育標準時間 　　　　　7時30分　～　18時30分（11時間）

保育短時間 　　　　　8時30分　～　16時30分（ 8時間）

延長保育 　保育標準時間 　　　　　　　　設定なし

保育短時間 　7時30分～8時30分　　16時30分～18時30分　　　

 休園日 　日曜日・祝日

　お盆 　　　（8月13日〜8月16日）

　年末年始　 （12月28日〜1月3日）

　教諭の研修などのために必要な日数

　春季 （3月25日〜4月4日）

 休業日

　教諭の研修などのために必要な日数

　土曜日・日曜日・祝日

　夏季 （7月24日〜8月22日）

　冬季 （12月25日〜1月6日）

月曜日から金曜日まで　土曜日は8:30～13:00希望者のみ（事前申し込み）

 保育時間

 預かり保育

早朝保育  7時30分　～ 　8時30分

　　　　　14時30分　～　18時00分

延長保育　18時00分　～　18時30分

 提供する曜日

　保育時間

休園日

（8月13日～8月16日）

（12月28日～1月3日）



（７）利用料金等

利用者負担額（月額保育料）

保育料 ０～２歳児　　　　上越市の保育料規定に準じる

満3歳の誕生月の翌月～無償

同時在園（維持費・後援会費無料）　　　　第２子・・半額　　　第３子・・無料

上乗せ徴収 　入園料 ０～５歳児 １0,000円

　維持費 1ヶ月あたり 1800円

 実費徴収   給食費（おやつ代含む） 1ヶ月あたり
1号6,000円（8月を除く）

２号8000円

  教材費 1ヶ月あたり 2歳児～1,500円

  冷暖房費  1ヶ月あたり 800円

  後援会費 (1戸に一口） 1ヶ月あたり 500円

  通園バス費（利用者のみ） 1ヶ月あたり 3,000円

1ヶ月あたり(片道利用) 2,000円

  バス維持費（利用者のみ） 初回のみ 5,000円

教育充実費 1ヶ月あたり 4歳児～1,000円

年額　（４月９月）

（2回に分けて納入） 5歳児　10,000円

 長期休業中の預かり保育

1号認定　　（保育料　給食費）１回 700円

支払方法

　　口座振替　　第四北越銀行　　又は　　上越信用金庫　　（＊希望により現金納入も可）

　　支払期日　　毎月１５日　

卒業積立（年長のみ）
アルバム ・文集製作費代



（８）　提供する特定教育・保育の内容

（９）　年間行事予定

月

4月

5月

６月

７月

8月

9月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

　こども園第２回修了証書授与式、　終業式

　おんがくかい・保護者懇談会（4歳児　5歳児）　　

　はっぴようかい・保護者懇談会（2歳児　3歳児）、豆まき、入園準備の説明会

・子ども・子育て支援法、その他関係法令を遵守し、幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づ
き, 利用子どもの心身の状況などに応じて、特定教育・保育を提供します。
・いつも見守って下さるみ仏様のいらっしゃる事を知り、身のまわりの全てのおかげに気づくように先
生も共に努めます。
・日常の保育は、子どもたちが自ら伸びようとする力を大切にして、一人一人の子どもの内面に考える
力・ やりとおす力の基盤を育みます。いろいろな遊びや活動を展開し、達成感を感じられるように環
境を整えていきます。
・園舎の施設設備や安全衛生に関する取り組みを充実していきます。
・生きる力を育みます。基本的な生活習慣が身につくように、生活のリズムを整えながら自分でできる
ように支援していきます。食育・運動・リズム・コミュニケーション力など、人・もの・こと・自然と
かかわりあう中で育んでいきます。
・研修打ち合わせを密にし、年齢に適した指導内容で明るく楽しい保育をします。

　運動会（３歳児　４歳児　５歳児）　、　親子活動（４歳児　5歳児）　

　いずみIアート展、　秋の遠足、　こども報恩講

　キラキラフェスティバル（4歳児　5歳児）　　保育参観（０歳児　1歳児　2歳児）

　いずみこども茶会（5歳児）、　もちつき、　終業式

　始業式　　

　始業式、　入園式　

　後援会・父母の会総会、春の遠足、降誕会

　親子活動（3歳児）、保育参観（全園児）

　保護者懇談会、　終業式、　サマーパーティー（5歳児）

　始業式

行　事　内　容



【１号認定・2号認定・3号認定子ども　（教育標準時間認定）】

（１１）子育て支援

月～金　　10:00～12:00　　子育て相談

　満3歳児・・・・・・（2歳児に追加）　通園カバン　帽子　購入

３歳以上児・・・・・・（満3歳児に追加）　制服　購入

　利用決定 　利用契約書の締結による

　・1号認定子どもに該当しなくなったとき（卒園を含む）

　・保護者から退園の申し出があったとき

　・利用継続が不可能であると市が認めたとき

　その他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき

（１０）　利用の開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項

　・帰りのバスやお迎えなどの変更はバス発車の20分前までに

　ご連絡ください

利用に当たっての
留意事項

　・登園はできるだけ午前8時30分〜9時にしてください

　・当日に欠席や登園が遅れるなどの連絡は午前7時30分〜9時の

　　時間にメール又は電話で連絡をください。

　　園バスをご利用の方は乗車時間の20分前までにご連絡ください

　・1号認定児の降園時間は原則として１４時30分です。　

  　お迎えは昇降口へお出で下さい。　

子育て広場

地域子育て支援

未就園児とその保護者

　年間20回（火曜日）　10:00～11:00　　

その他、電話　メール　FAX　可

制服について

０・１・２歳児・・・・・私服・通園バックのみ購入

　2歳児・・・・・・体操着　カラーキャップ　道具類　月間絵本　購入

　利用者の内定 　施設の管理者が定めた選考方法による

　退園理由



(１２)　嘱託医

（１３）嘱託歯科医

（１４）　緊急時における対応方法

【管轄する消防署】

　医療機関の名称

　医院長名

　所在地

　電話番号

　折笠歯科医院

　折笠晶紀

　０２５－５２６－３００８

　上越市大学前３３

　上越市栄町２丁目２－２５

　０２５－５４４－７７７７

　医療機関の名称

　医院長名

　所在地

　電話番号

　塚田こども医院

　塚田次郎

　特定教育・保育の提供中、利用子どもに体調の急変などがあった場合、すみやかに利用子どもの

　電話番号

　所在地

　警察署名

【管轄する警察署】

　電話番号

　所在地

　消防署名

　保護者または緊急連絡先、その他医療機関へ連絡を行う等の必要な措置を講じます

　０２５－５２２－１９５３

　上越南消防署

　上越市北城町1丁目16番1号

　０２５－５２５－１１９８

　上越妙高駅前交番

　上越市大和2丁目３－９



（１５）　非常災害対策

（１６）　相談　・　要望　・　苦情窓口

【要望・苦情等への対応方法】

（１７）　賠償責任保険の加入状況

（１８）　個人情報の取り扱い

（１９）　その他保護者に説明すべき事項

　詳細は後日お知らせします

　保険の種類

　保険の内容 　医療費、　障害見舞金、　死亡見舞金

　日本スポーツ振興センター　災害共済給付

　最高　4,000万円　保険金額

相談・苦情受付担当者 　主幹保育教諭　池田美加

相談・苦情解決責任者 　園長　　井上照裕

　要望や苦情を受け付けた場合は、適切に対応し、改善を図るように努めます

特定教育・保育の提供に当たって、職員および職員であった者が知り得た個人情報や秘密は、

　　法令による場合を除くほか、保護者の同意を得ずに第三者に提供することはありません

緊急時の連絡等は、携帯一斉メールにてお伝えしますので、入園時にメール登録をお願いします。

　緊急時の連絡手段

　井上照裕

　2009/2/2

　避難及び消火を想定した訓練を6月以降2ヶ月に1回実施します

　消火器、誘導灯、火災報知器を備えています

　上越市城西中学校

　一斉携帯メール、携帯電話、貼り紙などでの情報提供

　防火管理者

　消防計画届出年月日

　避難訓練

　防災設備

　避難場所


